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平成２２年５月 28 日 
原子力安全対策課 
（ ２ ２ － ２ ７ ） 
＜13 時 30 分時資料配布＞ 

 
 

高浜発電所の高燃焼度燃料（１号および２号機）の使用計画、洗浄排水処理装置 
（１,２号機共用ならびに３，４号機共用）の取替計画、使用済燃料輸送容器保管建
屋（１～４号機共用）の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送
容器を追加する計画に係る了解について 
 

 関西電力株式会社から、平成２０年７月１０日に安全協定に基づき事前了解願い

のあった高浜発電所の高燃焼度燃料（１号および２号機）の使用計画、洗浄排水処

理装置（１，２号機共用ならびに３，４号機共用）の取替計画、使用済燃料輸送容

器保管建屋（１～４号機共用）の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新

燃料輸送容器を追加する計画について、県および高浜町は本日了解した。 

 今後、計画の実施にあたっては、安全の確保を第一として、品質保証に万全を期

すよう要請した。 
 
 

 
＜事前了解願いの概要＞ 
１．高燃焼度燃料の使用 
○使用済燃料の発生量を低減するため、ウラン濃縮度を高め高燃焼度化した燃料を１号機お
よび２号機の取替燃料として使用する。 

 
２．洗浄排水処理装置の取替え 
○１，２号機共用ならびに３，４号機共用の洗浄排水処理装置を逆浸透膜方式から膜分離活
性汚泥処理方式に取替え、設備の信頼性向上および廃棄物発生量低減を図る。 

 
３．使用済燃料輸送容器保管建屋の対象物としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送 

容器を追加 
○今後、高浜発電所３号機および４号機のウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料の受け入
れにあたり、より安全かつ円滑に受入作業を行うため、必要に応じ、一時的に使用済燃料
輸送容器保管建屋にウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器を保管
する。 

○また、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を取り出した後の輸送容器について、必要
に応じ、一時的に同建屋に保管する。 

問い合わせ先（担当：内園）
内線 2353・直通 0776(20)0314 
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（参考） 

 

高浜発電所の事前了解願いに係る経緯 

 

 

平成 20 年７月 10 日  … 関西電力株式会社は、安全協定に基づき、県および高浜

町に対し、高燃焼度燃料の使用計画、洗浄排水処理装置

の取替計画、使用済燃料輸送容器保管建屋の対象物とし

てウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追

加する計画に係る事前了解願いを提出 

 

平成 20 年８月 12 日  …  県および高浜町は、国への手続きについて了承 

                     関西電力株式会社は、国に原子炉設置変更許可を申請 

 

平成 21 年 11 月 17 日 … 関西電力株式会社は、国に原子炉設置変更許可を補正申

             請 

 

平成 21年 11月 27日 … 経済産業大臣から原子力委員会および原子力安全委員会

              に対して諮問 

 

平成 22 年３月 29 日 … 原子力安全委員会より経済産業大臣に対して答申 

 

平成 22 年３月 30 日 … 原子力委員会より経済産業大臣に対して答申 

 

平成 22 年４月 19 日 … 国は関西電力株式会社に対し、原子炉設置変更許可 

  関西電力株式会社は、安全協定に基づき、県および高浜

町に対し、事前了解願い変更連絡書を提出 
 
平成 22 年５月 28 日 … 県および高浜町は、関西電力株式会社に対し、安全協定

に基づき事前了解 
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１．高浜発電所 高燃焼度燃料（１号および２号機）の使用計画の概要  

（図１参照） 

 

（１）変更する施設名および変更内容 
１号および２号機における取替燃料として、最高燃焼度制限を５５，０００

ＭＷｄ／ｔに引き上げた高燃焼度燃料（ステップ２燃料）※１を使用する。 
 

※１ 以下、高燃焼度燃料という。 

 

（２）変更理由 
 使用済燃料の発生量低減を目的として、高燃焼度燃料を使用する。 

 
（３）構造および設備 

 高燃焼度燃料の仕様は以下のとおりである。 
 ・高燃焼度燃料の基本構造 

高燃焼度燃料の基本的な構造、寸法、形状等は現行燃料と同一である。 
 ・燃料集合体最高燃焼度 

５５，０００ＭＷｄ／ｔ 
 ・ウラン２３５濃縮度 

約４．６ｗｔ％以下 
ただし、ガドリニア入り二酸化ウランペレットは約３．０ｗｔ％以下 

 ・ガドリニア入り二酸化ウランペレットのガドリニア濃度 
約１０ｗｔ％以下 

 ・ペレット初期密度 
理論密度の約９７％ 
ただし、ガドリニア入り二酸化ウランペレットは理論密度の約９６％ 

 ・被覆材 
ジルコニウム基合金 
（ジルカロイ－４の合金成分を調整し、ニオブ等を添加したものおよび
ジルコニウム－ニオブ合金にスズ、鉄を添加したもの） 

 
（４）装荷計画※２ 

 高燃焼度燃料は、平成２４年に実施予定の高浜発電所１号機第２８回定期

検査および平成２５年に実施予定の高浜発電所２号機第２８回定期検査以降

の取替燃料として装荷する予定である。  
※２ 装荷計画は、国から本件の原子炉設置変更許可を受けた平成 22 年 4 月 19 日に、１号機平

成２４年度第２８回定期検査、２号機平成２３年度第２７回定期検査から、１号機平成２
４年第２８回定期検査、２号機平成２５年第２８回定期検査に変更した。 

［別紙］ 
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２．高浜発電所 洗浄排水処理装置（１、２号機共用ならびに３、４号機共用）の 

取替計画の概要                       

（図２参照） 

 
（１）取替える施設名および取替内容 
    １、２号機共用ならびに３、４号機共用の洗浄排水処理装置（逆浸透膜装

置）を膜分離活性汚泥処理装置に取替える。 
 
（２）取替理由 
    １、２号機共用ならびに３、４号機共用の洗浄排水処理装置（逆浸透膜装

置）は設置後２０年以上経過し、経年変化を起因とした不具合が見られるこ

とから、設備の信頼性向上および２次廃棄物発生量低減の観点から、膜分離

活性汚泥処理装置に取替える。 
 
（３）取替位置 
    １、２号機ならびに３、４号機の原子炉補助建屋内。 
 
（４）構造および設備 
    膜分離活性汚泥処理装置では、膜分離浄化槽内に設置された精密ろ過膜に

より、洗浄排水中の粒子状放射性物質を分離するとともに、槽内に添加した

活性汚泥（微生物）により、排水中の洗剤等の有機物を分解する。 
    処理された水は、洗浄排水モニタタンクに移送し、放射性物質濃度が十分

低いことを確認した後、従来どおり放水口より放出する。また、分離された

粒子状放射性物質は活性汚泥と合わせて定期的に抜き出し、脱水処理後、既

設の雑固体焼却設備で焼却処理する。 
 
（５）工事計画※１ 

  ａ．１、２号機共用 
      平成２３年４月～平成２４年５月 
  ｂ．３、４号機共用 

平成２４年５月～平成２５年８月  
※１ 工事計画は、平成 21 年 11 月 17 日の原子炉設置変更許可申請の一部補正時に１、２号機共

用については、平成２３年３月～平成２３年１０月を平成２３年４月～平成２４年５月に
変更し、３、４号機共用については、平成２４年４月～平成２４年１１月を平成２４年５
月～平成２５年８月に変更した。 
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３．高浜発電所 使用済燃料輸送容器保管建屋(１～４号機共用)の対象物として 
ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画の概要  

(図３参照） 

 
（１）変更する施設名および変更内容 
    １～４号機共用設備の使用済燃料輸送容器保管建屋への一時保管対象物に、

ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器と同新燃料を

取り出した後の輸送容器を追加する。 
 
 
（２）変更理由 

 今後、３、４号機のウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を受け入れるに

あたり、使用済燃料貯蔵設備周辺における他作業との輻輳を避けて、より安全

かつ円滑に作業を行うため、必要に応じて一時的に使用済燃料輸送容器保管建

屋にウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器を保管する。 
また、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を取り出した後の輸送容器は、

返送するまでの間、必要に応じて一時的に同建屋に保管する。 
 
 
（３）変更する施設の位置 
    物揚岸壁南側の使用済燃料輸送容器保管建屋  
 
 
（４）構造および設備 

 一時保管対象物を追加する使用済燃料輸送容器保管建屋は、主要構造が鉄筋

コンクリート平屋建て（既設）であり、輸送容器が８基（使用済燃料輸送容器

およびウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器合計）保管できるエリ

アを有している。 



高浜発電所高燃焼度燃料（１号機および２号機）の使用計画

　
　 使用済燃料の発生量を低減し、原子燃料サイクルへの負担を軽減するために、１号機
および２号機における取替燃料として最高燃焼度制限を引き上げた高燃焼度燃料（燃料
集合体最高燃焼度５５，０００ＭＷｄ／ｔ；高燃焼度化ステップ２）を使用する。

概要

図１－１

【高燃焼度燃料導入実績】

＜大飯発電所＞
　１～４号機導入済
＜美浜発電所＞
　３号機導入済

高燃焼度燃料の改良点

最高燃焼度　 ４８，０００ＭＷｄ／ｔ　　　　　　　　５５，０００ＭＷｄ／ｔ

被覆管材料
　ジルカロイ－４

　

　高燃焼度燃料用の
ジルコニウム基合金

耐食性向上

　　　のため

ガドリニア入りペレットの
ガドリニア濃度

約６ｗｔ％

約１０ｗｔ％以下

炉内の

出力分布を

平坦化するため

ウラン２３５濃縮度
　約４．０～約３．４ｗｔ％

約４．６ｗｔ％以下

ウラン235
装荷量を

増やすため

ペレット密度
理論密度の約９５％

理論密度の約９７％

 （ｶﾞﾄﾞﾘﾆｱ入りﾍﾟﾚｯﾄは

　 理論密度の約９６％）

ウラン装荷量を

増やすため

6



項　　目 高燃焼度燃料 現行燃料

１　燃料材
　　ペレット 二酸化ウラン焼結ペレット

　(一部ガドリニアを含む)
同左

　　ウラン235濃縮度 約4.6wt%以下
(ガドリニア入り燃料は

　　　　　　　3.0wt%以下)

約4.0～約3.4wt%
(ガドリニア入り燃料は

　　　　　約2.5～約1.9wt%)

　　ガドリニア濃度 約10wt%以下 約6wt%

　　ペレット初期密度 理論密度の約97%
(ガドリニア入り燃料は約96%)

理論密度の約95%
(ガドリニア入り燃料は約95%)

２　燃料棒

　　被　覆　材 ジルコニウム基合金 ジルカロイ－４

　　燃料棒外径 約11mm 同左

　　被覆管厚さ 約0.6mm又は約0.7mm 同左

　　燃料棒有効長さ 約3.7m 同左

３　燃料集合体

　　配　　　列 １５×１５ 同左

　　燃料棒ピッチ 約14mm 同左

　　燃料棒本数 204本 同左

　　ガドリニア入り燃料集合体の
　　ガドリニア入り燃料棒本数 20本又は16本 16本

　　制御棒案内シンブル本数 20本 同左

　　炉内計装用案内シンブル本数 1本 同左

　　集合体最高燃焼度 55,000MWd/t 48,000MWd/t

図１－２

　１５行１５列型高燃焼度燃料の仕様
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高浜発電所　洗浄排水処理装置（１、２号機共用ならびに３、４号機共用）の取替計画

図　２

【MF膜（精密ろ過膜）】
　・洗浄排水を処理水と固形分（余剰汚泥と粒子状放射性
　  物質）に分離する。
【活性汚泥】
　・バクテリア等の微生物の集合体で、排水中の洗剤等の
　  有機物を分解する。
【処理水】
　・処理水は、放射性物質濃度が十分低いことを確認した
    後、放水口より放出する。

取替計画の概要

膜分離浄化槽概略図

雑固体焼却設備で焼却

汚泥
ﾀﾝｸ 汚泥脱水機

膜分離浄化槽

余剰汚泥
　　＋粒子状放射性物質

処理水

容器

処理水ポンプ

汚泥ポンプ

膜分離活性汚泥処理装置

脱水
ｽﾗｯｼﾞ

ＭＦ膜

ＭＦ膜

【現　状】 【取替後】

濃縮液

逆浸透膜

透過水
タンク

アスファルト固化

高圧ポンプ

循環
タンク

洗浄排水
ﾌｨﾙﾀｰ

Ｆ

逆浸透膜装置

【２次廃棄物の発生量】
処理に伴い発生する脱水スラッジは
焼却することで、現状の設備に比べ
２次廃棄物発生量（ドラム缶発生量）
を約１／３０に低減できる。

○洗浄排水処理装置の処理方式を現行の逆浸透膜方式から、膜分離活性汚泥方式へ変更する。

○設置後20年以上経過していることから、設備の信頼性向上および２次廃棄物発生量の低減を
　 図るため、洗浄排水処理装置を取替える。

【装置の信頼性】
・低圧運転であることから付属部品
　への負担が少なく、分離膜の目詰
　まりが発生しにくい。
・装置構成が簡素化されていること
　から、点検・保守性がよい。

現状 変更後

方式

処理容量

逆浸透膜 膜分離活性汚泥

１，２号機　２m
３
／ｈ

３，４号機　１m
３
／ｈ

除染係数 １０ 同左

１，２号機　２m
３
／ｈ

３，４号機　２m
３
／ｈ

系統の概要

洗浄排水処理装置は、管理区域内で使用した作業服等の洗たくにより発
生する排水（手洗い排水およびシャワ排水を含む）を処理する設備である。

洗たく排水

手洗い排水

シャワ排水

洗浄排水タンク

洗たく排
処理設

洗浄排水

処理装置

雑固体廃棄物として処理

放出

液体廃棄物処理設備
排水モニタ

R

ＭＦ膜

処理水

洗浄排水

空気

活性汚泥（微生物）

＋粒子状放射性物質　抜取

　余剰汚泥

洗浄排水
モニタタンク
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高浜発電所使用済燃料輸送容器保管建屋(１～４号機共用)の一時保管対象物
としてウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を追加する計画

　ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料輸送容器を発電所搬入後または開梱後に、必要に応じて
一時的に使用済燃料輸送容器保管建屋へ保管するため、使用済燃料輸送容器保管建屋の一時保
管対象物として、ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を装てんした輸送容器と同新燃料を取り出
した後の輸送容器を追加する。

追加概要

図　３

使用済燃料輸送容器保管建屋及び運用概念図

使用済燃料輸送容器保管建屋
（MOX新燃料入り・空輸送容器を一時保管）

物揚岸壁

空輸送容器空輸送容器

燃料取扱建屋

3号機又は４号機

MOX新燃料入り輸送容器 MOX新燃料入り輸送容器

空輸送容器

①

②

③

④

　設置変更許可後には、現状実施可能な①・④のルートに加え、
②・③のルートの運用が可能となる。

MOX新燃料入り輸送容器

内浦湾

高浜湾

４号機 ３号機

１号機２号機

使用済燃料
輸送容器保管建屋

物揚岸壁

【平面図】

【正面図】 【側面図】

MOX新燃料入り輸送容器搬入
３号用及び４号用

空輸送容器搬出
３号用及び４号用

使用済燃料輸送容器保管建屋

一時保管しない場合

一時保管する場合
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